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告訴の動機 

 

地球温暖化防止のための告訴である。一部、告発的な内容も含む。地球温暖化防止は、自

然と共生しながら、国民の協力を得て、成しえることができる。しかし、資源エネルギー

庁は、国民が反対する原子力政策を地球温暖化対策の中心に据え、対策を遅らせてきた。

原子力は、虚偽や強要により、推進されている。このまま放置することは、国民が不幸に

なるだけである。国民は完全に無視され、国家の秩序は、資源エネルギー庁によって、乱

されている。よって、ここに、資源エネルギー庁長官と歴代長官を告訴する。 

 

罪名 

 

資源エネルギー庁は、数々の法を犯している。罪名は 22 である。テーマを分けると、4つ

に分類することができる。「倫理法違反」、国民を無視して、資源エネルギー庁のことだけ

を考えている。「詐欺行為と不当表示」、国民を欺いて、嘘の宣伝をしている。「社会秩序の

乱れに関する違法行為」、ごまかし。そして、「国民の被害」。 

 

［倫理法違反］ 

1．憲法の第 15 条の第 2 項に違反 

2．国家公務員倫理法の第 3条の第 1項・第 2項・第 3項に違反 

3．刑法第 193 条の公務員職権濫用 

4．刑法第 194 条の特別公務員職権濫用罪 

5．国家公務員の職階制に関する法律の第 6 条に違反 

［詐欺行為とそれに伴う不当表示］ 

6．刑法第 197 条の 3 の第 1 項・第 2 項の加重収賄罪 

7．刑法第 235 条の窃盗罪 

8．刑法第 246 条の第 1 項・第 2 項の詐欺罪  

9．刑法第 246 条の 2 の電子計算機使用詐欺罪 

10．不当景品類及び不当表示防止法の第 4条の第 1項・第 3項に違反 

11．私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の第 19 条に違反 
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［社会秩序の乱れに関する法律違反］ 

12．中央省庁等改革基本法の第 21 条の第 2 項のイに違反 

13．刑法第 77 条の第 2 項の内乱罪 

14．刑法第 106 条の第 1 項・第 2 項・第 3 項の騒乱罪 

15．刑法第 247 条の背任罪 

16．組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の第 2条の第 1項に違反 

［国民の被害］ 

17．刑法第 196 条の特別公務員職権濫用等致死傷罪 

18．刑法第 199 条の殺人罪 

19．刑法第 223 条の第 1 項の強要罪 

20．刑法第 230 条の第 1 項の名誉毀損罪 

21．刑法第 233 条の信用毀損罪 

22．原子力損害の賠償に関する法律の第 3条の 1 項、第 17 条に違反 

 

証拠 

 

原子力の責任者は誰か 

 

原子力政策が、資源エネルギー庁に起因しているという証拠を記す。 

 

▽原子力は「原子力立国計画」に沿って実施されるが、それは、「総合資源エネル調査会電

気事業分科会」の原子力部会が決めている。平成 19 年 12 月 7 日の環境委員会での資源エ

ネルギー庁 電力・ガス事業部長 西村政府参考人の発言がある。 

118○西山政府参考人 政府としては、二〇〇五年に閣議決定されました原子力政策大綱

におきまして、原子力を基幹電源と位置づけております。そして、二〇三〇年以降も総

発電電力量の三〇から四〇％程度以上を目指すという目標を設定しております。 

 昨年八月に、この目標の実現に向けまして、政策枠組みと具体的なプランとして、総

合資源エネルギー調査会電気事業分科会の原子力部会というところにおきまして原子力

立国計画が策定されて、現在その着実な推進に取り組んでいるところでございます。 
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▽「原子力政策大綱」についても、同様に「総合資源エネルギー調査会電気事業分科会」

の原子力部会が決めている。平成 17 年 10 月 25 日の経済産業委員会での、保坂経済産業副

大臣の発言がある。 

 

▽その原子力部会の委員の決定は、委員長が決めている。本来であれば、大臣が決める。

経済産業省設置法の第 18 条には、「総合資源エネルギー調査会の委員その他の職員で政令

で定めるものは、経済産業大臣が任命する」とある。ルールがないのが原子力部会である。

平成 13 年 4 月 19 日（木）の「総合資源エネルギー調査会 原子力部会 高レベル放射性廃

棄物処分専門委員会 第 1 回議事録」に、森嶌委員長の発言がある。 

原子力部会におきまして私が委員長になるようにご指名を受けましたので、本委員の委

員長として務めさせていただきますので、どうぞ今後ともよろしくお願いいたします。

(～中略～) 本委員会の委員の人選ということでございますけれども、先ほど申し上げ

ましたような本委員会に期待される役割に沿いまして、近藤原子力部会長と私に一任を

されたということもございまして、先ほどのような趣旨を勘案いたしまして、処分地選

定に係る技術的問題につきましては大学の専門家の方、この分野での技術的専門家の方

を中心にして選ばせていただきました。 

49○副大臣（保坂三蔵君） お尋ねの原子力政策大綱の具体化に当たりましては、電力

の自由化の下で原子力発電を長期的に維持していくための方策をしっかり立てなくては

いけない。この自由化の中で立てるというのは大変なわけでございますが、その中では、

やはりこれから十年で十二基を造ると言われますけど、なかなか難しい環境下にありま

す。そこで、原子力の設置あるいはまた維持するための人材をしっかり育てていかなく

ちゃいけない、技術の低下を見ることは防がなくちゃいけない、このように考えており

ます。 

 また、運転再開後の委員御関心ある「もんじゅ」でございますが、この成果などを踏

まえた高速増殖炉の二〇五〇年供用、これを何とか商業ベースでの導入に向けたシナリ

オを今こそしっかりと検討すべきじゃないだろうか、このように考えております。 

 いずれにいたしましても、総合資源エネルギー調査会の原子力部会におきまして、各

界の有識者の方々、あるいはまた電気事業者やメーカーなどの具体的な携わっている業

界の方々、これらの御意見を入れまして、来年の夏ごろまでには具体化できる施策につ

きましての取りまとめを行いたい、このように考えております。 



 5 

 

▽平成 17 年 8 月 24 日の「原子力委員会 原子力政策大綱（案）に対するご意見を聴く会

（福井）議事録」での、原子力委員会の近藤委員長の発言がある。原子力の政策の設計・

実施においては、省庁が決めている。 

○近藤委員長 大変厳しい時間制約の中で、簡にして要を得たご発言をたくさんいただき

まして、ありがとうございました。ご意見を聴く会を催しご意見をいただき、あるいは

紙でご意見をいただいたのが、この５１ページの紙にどう反映されるのかということ、

これはしばしばおっしゃられるところでございますけれども、私どもは今日の会合の議

事録を作成いたしまして、これを策定委員の方々にお送りするということが第１ステッ

プでございます。そしてまた、この中でいただいたご意見について、それに基づいて大

綱の案を修正するべきや否やについて事務局的にも検討して、策定委員の方に、いわば

試案としてお見せしてご意見を賜る、そういうやりとりをして作業を進めていくという

ことでございます。その結果として、それぞれのご意見、こういうご意見についてはこ

ういうような対応をしたということについておわかりいただけるような形でこれを公表 

する、そういうことを念頭に置いております。従来もそうしているので、何ら変わりな

いじゃないかとおっしゃられ、それでは効果感がないとおっしゃられるかもしれません

けれども、それが現実でございまして、しかし、私どもとしましては、大事なことは、

先ほど既に私の過去のどこかでの発言をちゃんと覚えておられて、それに基づいて今日

ご意見をいただいた方もありますけれども、最近特にそういう情報の検索技術が進歩し

ていますから、きちんとした議事録にまとめておいて、キーワードをちゃんと出してお

きますと、私どもが、５１ページしかない薄っぺらい紙ですけれども、これについて、

こういう政策については、最後の章に述べていますようにちゃんと評価しなさいという

ことを各省庁にお願いするところ、そうした省庁が政策をお考えになるときに、必ずや

この１行を議論した際に、どういうことが策定会議を含めて様々な場で議論されたのか

ということについて、そういうきちんとしたデータベースを整理することによって検索

ができるわけでありまして、それに基づいて、政策担当者がその政策を設計し実施する

場合に、必ずやそれを見ながら考えていただけると。私どももまた評価ということで、

きちんとそういう背景となる考えについて分析した上で政策をお決めいただいたのかと 

いうことを委員会等の席でフォローアップしていく、そんなことでやっていくのかなと

いうふうに思っておりまして、そういう意味で、皆様の意見は必ず生きる、生かしたい、

生かせるなというふうに私は思っているところでございます。 
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▽原子力政策の企画・推進の責任は、省庁に属する。平成 17 年 6 月 22 日、近藤委員長講

演：茨城県議会「原子力政策の当面する課題」には、次の発言がある。 

原子力に係る行政活動は、政策は原子力委員会が決定するものの、経済産業省や文科省

が自らの責任において企画・推進することになったのです。 

 

また、省庁が政策を決定している証として、「訴状」17 ページの「⑤原子力の推進理由に

ついては～」から記載しているが、「議員立法よりも、閣法の成立が多いこと」、「キャリア

システムが象徴するように、人事を国会議員がコントロールすることができないこと」な

どからも伺える。 

▽ 

先の証拠が記すように、原子力政策は、資源エネルギー庁が決めており、その代表である

長官が責任を負う立場にある。 

 

資源エネルギー庁が原子力政策を中心としている証拠 

 

▽資源エネルギー庁が、「原子力ありき」の政策であることは、2008 年 2 月 28 日の「第 11 

回原子力委員会臨時会議議事録」での近藤委員長の発言からも伺える。 

（近藤委員長）原子力関係者がいつも忘れてはならないことは、エネルギー分野におけ

る研究開発費の中で原子力の占める割合が極めて大きいということです。そこで、様々

な議論の機会に、当然のことながら、原子力はすでに地球温暖化対策にちゃんと貢献し 

ているのだから、今後もそんなに原子力に金を使う必要はないのではないかとか、特に

再生可能エネルギーを推進しておられる方からは、自分たちにそれだけの金額を回して

くれれば、もっと効率の良い太陽電池が生まれるであろうし、効率の良い発電システム

ができるから、いまやそうすることに社会的合理性がある、という問題提起をされると

いうことです。そういうことを念頭に置くならば、わたしどもは、この種作業に、繰り

返しを厭わず、率先して取り組み、なるほど今後も原子力に３,０００億を毎年使うこと

が合理的なんだとわかるように説明するべきと考えています。総合科学技術会議がどう

いう作業方針をとろうと、毎年３,０００億円を原子力研究開発に使っていくことの合

理性を国民の皆様にご理解いただける説明資料をつくらないといけないと考えていま

すので、この点よろしくお願いします。 



 7 

 

▽ 2005 年 9 月 20 日の「第 36 回原子力委員会定例会議議事録（案）」では、原子力の予算 

確保に対する意気込みが見受けられる。また、政策の内容を、ここでは、資源エネルギー 

庁 電力基盤整備課 福永係長が決定している様子が伺える。 

（近藤委員長） 予算が厳しいと言われるときに、多くの新規施策を立てているが、特

に立地関係の交付金はよほど理論武装をしないと国会等でもたないのではないかと思

う。前回の新計画策定会議で、橋本茨城県知事が未だ立地地域の方と消費地域の方のコ

ミュニケーションが良くないと発言された。一方で、消費地域の方は、こういった交付

金についてある種シニカルな見方をされているというのもまた事実である。これらのこ

とを踏まえた正当性をきちんと説明していただくことが必要であると思う。 

（木元委員） 一般の国民と立地地域の方の間に、この交付金に対する考え方に温度差が

あることは事実であると思う。１９ページの「核燃料サイクル交付金」について、「核燃

料サイクル施設の立地やプルサーマルの実施がなされた都道府県又はこれらが見込まれ

る都道府県に対して交付金を交付する」と書かれている。実施が見込まれたが、その後

住民投票や首長などの反対によって実施できないということがあるが、その場合には交

付するのか、しないのか。 

（福永係長）「核燃料サイクル交付金」については、例えばプルサーマルについて平成

１８年度までに同意をしていただいた所に交付金を出すという制度であり、一度同意し

たものを撤回した場合は交付をしない。 

（木元委員） 交付をしないと、はっきり解釈してよいわけですね。 

（福永係長） そういう方向で制度を作っていく予定。 

（近藤委員長） これから予算要求するものだから、制度は完璧に設計している訳ではな

いと思うが、国民の皆さんに説明できるよう、志だけでなくきちんと制度を整理してお

いていただきたい。交付金については、原子力の魅力を出すために一所懸命取り組む当

事者をきちんと応援するような仕掛けにして欲しい。 

（齋藤委員長代理）「原子力関係人材育成事業等委託費」について、新計画策定会議など

色々な場で人材については議論されており、経済産業省の施策なので民間の人材育成を

考えていると思うが、具体的にどういったことを考えているのか。それから、新計画策

定会議では、補修員等に資格を設けるという議論もあったが、そういったものは民間で

資格認定するのか、あるいは国が行うのか。その辺はどこまでをターゲットとしている

のか。 
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（野田企画官） 人材育成については、こちらで決めるのではなく、地元の要望や事情を

反映し、地元から提案をいただいて実施していきたいと考えている。地元によっては電

力事業者の施設があるところ、メーカーの施設があるところなど、色々ある。 

（齋藤委員長代理） 地元の人材育成が主眼ということか。 

（野田企画官） そのとおりである。地元の下請け企業等が対象になる。資格制度につい

ては、そういったものが出来れば、一定のレベルの信頼性のある人材の確保が可能では

ないかと思うが、国として資格制度を設けることまでは考えていない。モデル事業もあ

るので、電力事業者やメーカーに、あった方がよいと思う資格制度を設けていただくこ

とを考えている。 

（前田委員） 高経年化対策は、最近非常に地域での要望も多く、新計画策定会議でも多

くの意見が出たことに対して、どのように対応をしていくかということである。こうい

う予算を要求することは非常に結構なことであると思う。先程、近藤委員長も言われた

説明の仕方は当然きちんと考えていただく必要がある。１５ページの「電源立地地域対

策交付金」と１７ページの「原子力発電所立地地域共生交付金」について、「原子力発電

所立地地域共生交付金」は基本的に高経年化対策の交付金だと思うが、「電源立地地域対

策交付金」の説明でも「３０年を越える立地地域への交付金を倍増する」と言われた。

両者はどういった関係なのか。 

「核燃料サイクル交付金」は、プルサーマルを後押しするという意味で非常に重要だと

思う。「平成１８年度までに同意をしていただいた所に交付金を出す」と言われたが、平

成１８年度中に全１０社の電力事業者が努力して手を挙げることができると考えている

のか。その辺の考えをお聞きしたい。 

（福永係長）「電源立地地域対策交付金」は、従来の交付金を統合し、全ての交付金を

含んだものとして設けたものである。そのうち、従来、長期発展対策交付金と呼ばれて

いた市町村向けの交付金は、３０年超の原子力プラントを抱える市町村に対する加算分

であったが、この加算分を倍増することを考えている。 

 

▽ その他にも、2006 年 6 月 20 日の「第 24 回原子力委員会定例会議議事録」での資源エ 

ネルギー庁 原子力政策課長柳瀬氏の発言がある。ここでも、予算取りに向けての議論が

なされ、原案も事務局が出していることが伺える。 

（柳瀬課長） ご質問の高速炉開発に関しての前倒しの議論ですが、事務局が高速炉につ

いて議論したときの一番最初の原案は、２０３０ 年ごろに実証炉を入れるのを基本シナ
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リオにして、それがその前後に前倒し、あるいは遅れる場合があります、という形でお

出しをしたのですが、そのときから委員の中には、もっと前に倒せるのではないかとい

う議論がありまして、それが持ち越しになったわけです。その後、国会議員の方からも、

もうちょっと前に倒すべきということもありましたので、いろんなそういう意見も踏ま

えまして、２０２５年ということで、元々事務局が出した原案より５年早いのですけれ

ども、原子力部会の方は詳しい方が多うございますので、２０３０年を５年前倒しして

も、何と言っても、予算が全く足りていないという状態で、そこを何とかしないと、足

元をしっかりするのがとにかく大事だということで、原子力部会では、目標年次をどう

こうするというよりは、足元の予算をしっかりするべきだという、大変多くの委員から

強いご意見を集中的にいただきまして、そういう意味では議論としてはむしろ、足元を

しっかりしようという方が、ご議論の７、８割だったと思います。したがって、ここで

もまず研究開発側と導入者側が遠くで見合っていないで一緒に会話を始める、予算に特

段の配慮をする、といった足元の話を中心に書いたわけです。 

 

▽平成 18 年 9 月に資源エネルギー庁が公表した「原子力立国計画（総合資源エネルギー調

査会原子力部会報告書）について」の中には、下記の記述がある。全力を挙げて予算を確

保することを記している。 

（４）高速増殖炉（ＦＢＲ）サイクルの早期実用化 

文部科学省等と協議・調整の上、２００７年度予算要求で両省で全力を挙げて予算確保

に特段の取組を行う方向で検討。 

 

▽また、再生可能エネルギーについても、「全力を尽くす」という発言は議事録にも見られ

るも。しかし、実態には、RPS 法（電力会社に新エネルギーを一定量導入することを義務

付けた制度）の買い取り義務量は少ない。2010 年で総電力の 1.35％程度で、買い取りの上

限価格 11 円/kWh である。また、2005 年には、太陽光発電の助成金を打ち切っている。こ

のことからもわかるように、資源エネルギー庁は、再生可能エネルギーの推進を妨げてい

る。平成 18 年 3 月 30 日、「総合資源エネルギー調査会新エネルギー部会 RPS 法評価検討小

委員会（第 4回）議事要旨」での安居新エネルギー等電気利用推進室長の発言がある。「RPS

法の目標達成を急がないで欲しい」と諭している。 

【安居ＲＰＳ室長】 引き続き、今日の議論を踏まえて検討はさせていただきたいと思

いますが、現状、ちょっと事務局サイドのコメントといたしまして、何点かさせていた
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だきたいと思います。 

まず初めの、前倒しでやってきた部分を評価すべきだという部分についてでございます

けれども、これはまさに、利用目標量をオーバー達成しているのであれば、そういう言

い方もできるかと思うんですけれども、２００９年までの経過措置の趣旨を考えますと、

やはり著しく困難である状況をかんがみて、皆、同じ義務率をかけずに、されています

ということなわけです。この著しく困難というのは、いつ時点の、どういう状況を指し

て著しく困難かということは、決して法律に明記されているわけではございませんが、

経済的に困難というのもあれば、当然、いきなり高い義務率を課せられても、電源調達

ですとか、地点を探すのが非常に大変だということで、いきなり新エネルギー、風力に

してもバイオマスにしても、一、二年でぽんとできるわけじゃないので、その辺の猶予

も必要という、技術的、物理的な困難ということもあろうということが想定されて、こ

ういう経過措置をしたわけであります。 

さらに、著しく困難というのは、何が困難かというと、毎年の義務量を達成するのが困

難かどうかということを評価しているわけであって、２０１０年度だけの、１２２の達

成だけが困難かどうか、すなわちバンキングで、ほとんどは２０１０年の義務量は達成

します。だからできますというのではなくて、基本的にＲＰＳ法は、毎年の義務量とい

うのは、毎年発電する電気によって供給するということを一応求めているわけでござい

ます。いい、悪いは別にして、現状の法律は。したがいまして２０１０年度につきまし

ては、法律の趣旨は１２２億キロワットアワーを、その年に発電した電気で供給してほ

しいというのが法律の趣旨ではないかと。さらには、今年及び来年もそうですけれども、

毎年の義務量というのは、毎年発電した電気で供給してほしいというのが法律の趣旨で

あるということでございますので、前倒しして、バンキングをためて、足元、過去２年

間、ことしもオーバー達成できるというのであれば、そもそも、今年度なり、１５年、

１６年という義務量は、その年、新エネで発電できたのだろうと、できたはずだと。な

のになぜそんなに低い義務量にしたのだろうかという疑問が出てくるわけではないか

と思います。 

長くなりましたが、したがいまして、経過措置期間、著しく困難なので経過措置期間を

設けているという趣旨から考えると、これから厳しくなっていくということは私も認識

しておりますけれども、状況をかんがみて上げるということは、適切では――上げる程

度にもよると思うんですけれども、足元をちゃんと見て上げるということが適切ではな

いかというふうに考えております。 
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それとバンキング期間の長期化についてでございますが、新エネ導入促進という観点か

らすれば、長期化することによって、よりＲＰＳ法への価値は高まるのかなと思います

ので、しかも前倒し実施ということは、義務量以上にやるのだ、新エネが入るという観

点からすると、新エネ導入促進になりますので、ウエルカムなことではないかというふ

うに考えるわけでございますが、現状、ＲＰＳ取引所みたいなものがあって、活発にＲ

ＰＳ相当量、その取引所に持って行けば、必ずさばけるという状況にない現状。さらに

は、法律にしがみついた解釈で非常に恐縮なんですけれども、基本的にはやはり、再三

申し上げているように、毎年一定の発電量で義務を達成していただきたいと。 

 

それ前後の議事録の中でも、講師や委員が様々な提案を行っている。要約すると「新エネ

ＲＰＳ法の目標値は著しく小さい」、「なぜ上限価格の設定なのか？ 新エネ発電事業者に

とっては、逆に下の価格を設定してもらわないと、事業の採算が見えてこない。自治体は、

住民への説明責任が果たせない」「電源特会の利用勘定が余っているので、もっと水力や地

熱に向けてほしい」「風力発電は、PPS の電源として導入可能なのではないかといった議論

がされてこなかった」、「RPS は 1.35％ではなく、せめて 2桁に」という提案もされている。 

 

▽ 最近になって、太陽光発電への補助金の復活が考え直されるようになったが、その数値

の低さから見ても、重視されていないことがわかる。平成 20 年 06 月 10 日、環境委員会で

の省エネルギー・新エネルギー部長 上田政府参考人の発言がある。 

○江田（康）委員また、我が国は世界に先駆けて太陽水素系のエネルギー経済社会を目

指すべきであります。そのためには、二〇二〇年に再生可能エネルギーの構成率を現在

の六％から一五％、現在の二・五倍とすることを目指して、日本版ＲＰＳ法の見直し、

またグリーン電力制度の効果的な拡大など、このような制度改革を迅速にやっていく必

要があるかと思いますが、経済産業省のお考えをお聞きしたいと思います。 

 福田ビジョンでは、これらの公明党の提言に対しまして、ドイツの例を引きながら、

太陽光発電などの導入へ大胆な支援策を検討することを示唆したことを踏まえて、経済

産業省のお考えをお聞きしたいと思います。 

○上田政府参考人 内外の省エネルギー、再生可能エネルギーの取り組みの加速化につ

いてのお尋ねでございます。 

 まず、先進国として技術移転等々を進めていくべきではないかということでございま

すが、まさに昨日の総理のビジョンでも、発展途上国、中国、インドなどの主要排出国
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に対して積極的に省エネ技術やノウハウを提供していくということでございまして、政

府全体で百億ドルの資金による途上国の対策を支援するクールアース・パートナーシッ

プという構想も発表されているところでございます。 

 経済産業省におきましても、こういった制度を利用するとともに、ＮＥＤＯを通じま

した鉄鋼やセメントにおける各種の省エネ技術の実証事業というものを行っております

し、また、民間企業が保有しているビジネスベースでの省エネ技術の移転ということを

促進しておりまして、中国やインドなどの途上国と官民合同のフォーラムなどを開催し

ているところでございます。 

 それから、今御提案のございましたエネルギー効率に関する協力のための国際パート

ナーシップを立ち上げるべきではないかという御指摘でございますけれども、実はこれ

につきましては一点御報告がございます。 

 去る土曜日、日曜日に、青森におきまして、Ｇ８エネルギー大臣会合、あるいはＧ８

に中国、インド、韓国を加えました、私どもＧ８プラス３エネルギー大臣会合と申して

おりますけれども、この十一カ国それから欧州委員会が参加しました青森における会合

におきまして、まさに私どもも同じような方向性のもとに国際省エネ協力パートナーシ

ップというものの設立に合意をいたしたところでございます。ＩＰＥＥＣ、インターナ

ショナル・パートナーシップ・フォー・エナジー・エフィシェンシー・コオペレーショ

ンと言っておりますけれども、省エネ協力のための国際パートナーシップということで

合意文書を発出させていただきました。 

 これはＧ８プラス中、印、韓並びに欧州共同体が省エネを推進するとの共通の関心の

もとに結束いたしまして、こういったパートナーシップという一つの協議体を設立いた

しまして、ここで、例えば、省エネ効率指標の開発であるとか、ベストプラクティスの

収集であるとか、省エネ向上のためのセクター別あるいはセクター横断的な手法につい

ての情報交換であるとか、主要エネルギー消費セクターにおける省エネ官民パートナー

シップの展開であるとか、さまざまな省エネを、こういったＧ８プラス欧州委員会、そ

れから中国、インド、韓国等と共同でやっていくためのパートナーシップというものの

立ち上げに合意したわけでございます。 

 こういったことを通じまして、従来の二国間の省エネ協力と今のＩＰＥＥＣという新

しい仕組みを活用しながら、省エネ協力あるいは再生可能エネルギーの協力というのを

展開させていただきたいと思います。 

 それから、内外の内の方、国内の政策をどのようにしていくべきかというお話がござ
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いました。 

 御案内のとおり、昨日の福田総理のビジョンにおかれまして、再生可能エネルギーあ

るいは原子力の推進が指摘されました。特に太陽光につきましては、二〇二〇年までに

現状の十倍、二〇三〇年には四十倍に引き上げるということを目標として掲げられたわ

けでございます。 

 また、その実現のためには、メガソーラー発電所の建設や、新築持ち家住宅の七割が

太陽光になる、こういったことをしていく必要があり、御指摘のような大胆な支援策な

ど、さまざまな政策を講じていく必要があるというお話をいただいております。 

 これらの数字というものは、三月の総合資源エネルギー調査会の、先ほどの長期エネ

ルギー需給見通しの数字とほぼ同様なものとなっているわけでございます。 

 これらが達成された場合には、二〇二〇年には、再生可能エネルギーの一次エネルギ

ー国内供給に占める割合は、約八・二％程度になるものと考えております。 

 これらの数字は、公明党様の御指摘等を踏まえまして、なお十分でないという御指摘

があろうと思いますけれども、実は再生可能エネルギーの導入というのは国や地域によ

りさまざまでございまして、今申し上げました目標というものも官民が総力を挙げて達

成しないと達成できない、現実的にはかなり高い目標であると考えております。また、

新エネの導入のコストというものも非常に大きく、その導入拡大に当たりましては、国

民の負担をできるだけ少なくしていくという点にも十分配慮をしていく必要があると思

います。 

 ＲＰＳのお話、それからグリーン電力証書のお話と幾つか御指摘をいただきましたけ

れども、現在、総合資源エネルギー調査会新エネルギー部会におきまして、こういった

点を含めて新エネルギー政策の強化について御審議をいただいているところでございま

す。私ども、総理のスピーチを大変重く受けとめておりますし、今の御指摘も含めてし

っかりと検討をしてまいりたいと考えております。 

○江田（康）委員 いっぱい政策を言っていただきましたけれども、最終的には不十分

であろうかなという気はいたします。 

 国際的には、途上国を含めて世界全体でＣＯ2 の削減を図っていく、そのためにも、

先進国による技術開発、技術移転というのが非常に大事であって、投資、資金の移転等

が重要なわけでございます。 

 今、経済産業省の方から、エネルギー効率に関する協力のための国際パートナーシッ

プ、公明党の言うところの省エネの国際パートナーシップを立ち上げられたということ
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等においては大変評価するわけでございます。しかし、国内対策としてはいろいろ実施

していって、最終的には、二〇二〇年で再生可能エネルギーは八・二％にしかならない

とのことでございました。総理はもっと大胆な発言もなされているかと思います。例え

ば、固定価格買い取り制度とかそういうような制度の見直し、それはＲＰＳ法の見直し

でもあるわけでございますけれども、そういうようなことや、税制、また補助金、こう

いうようなところを積極的に進めていけば、もっと再生可能エネルギーの普及が図られ

るのではないかと私は強く思いますので、努力をしていっていただきたいと強く申し上

げておきます。 

 

この 8.2％の数字は、地球温暖化防止を意識して作られたわけではない水力発電を含めた

数値である。現在求められているのは、これから先「追加的に」どこまで再生可能エネル

ギーが普及できるのかである。このようなごまかしは、詐欺に等しい発言である。 

 

▽また、平成 20 年 6 月 24 日、「総合資源エネルギー調査会 新エネルギー部会 緊急提言」

においても、虚偽と原子力への期待が含まれている。 

i） 電力分野における取組み  

電力分野に関しては、ＲＰＳ法によって、新エネルギー等による電気の導入を電気事業

者に義務付け、効果を上げている。現行の目標量（２０１０～２０１４年度に導入すべ

き新エネルギー等電気の量）は高いレベルで、現時点で達成の見通しは立っていないが、

今後、実現可能性、コストダウンの見通し等も勘案しながら、長期需給見通しの水準を

踏まえ、２０１８年度の目標量等を検討する必要がある。  

（中略） 

２００８年３月に「Cool Earth － エネルギー革新技術計画」が策定され、重点的に取

り組むべきエネルギー革新技術として、例えば、二酸化炭素回収・貯留、先進的原子力

発電、セルロース系バイオエタノール製造技術、超高効率ヒートポンプ等が示されてい

る。これらの技術についても、国際的な研究協力・合意形成、関係各省及び産学官によ

る連携等の下、研究開発や導入支援を戦略的に実施する必要がある。 

 

下の表は、東北電力における大規模風力発電の取引状況であるが、応募に対して、決定が

あまりに少ない。風力発電を排除しておきながら、「高いレベルで、現時点で達成の見通し

は立っていない」と言っている。また、決定からもれた業者はどうなっているのか、その
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被害も調べて欲しい。 

 

 応募総数 決定 

2003 年 25 件・527,850kW 4 件・90,350kW 

31 件・約 540,000kW（出力変動緩和制御型） 3 件・50,000kW 
2006 年 

8 件・約 220,000kW（出力一定制御型） 2 件・50,000kW 

 

 

22 の違法性 

 

《倫理法違反について》 

 

1.憲法、第 15 条の第 2 項に違反 

（公務員の選定罷免権、公務員の本質、普通選挙の保障及び投票秘密の保障）  

第 15 条 2 すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。 

 

原子力は大勢の地元住民が反対している。これについては、「訴状」の 6～11 ページに記載

している。住民投票をすると、原子力反対派は必ず勝利する。原子炉の建設予定地では、

住民の反対で断念した地域も多くある。放射性核物質の持ち込み拒否に関する条例も多く

の町村で作られている。ほとんどの地域で、運転差止めなどの訴訟が起こっている。これ

で、国民が賛成していると言えるのだろうか。資源エネルギー庁は、一部の奉仕者でしか

ないことは、明らかで、憲法第 15 条の第 2 項に違反している。 

 

2．国家公務員倫理法の第 3条の第 1項、第 2項、第 3項に違反 

 (職員が遵守すべき職務に係る倫理原則) 

第 3 条 職員は、国民全体の奉仕者であり、国民の一部に対してのみの奉仕者ではない

ことを自覚し、職務上知り得た情報について国民の一部に対してのみ有利な取扱いをす

る等国民に対し不当な差別的取扱いをしてはならず、常に公正な職務の執行に当たらな

ければならない。 

2 職員は、常に公私の別を明らかにし、いやしくもその職務や地位を自らや自らの属す

る組織のための私的利益のために用いてはならない 
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3 職員は、法律により与えられた権限の行使に当たっては、当該権限の行使の対象とな

る者からの贈与等を受けること等の国民の疑惑や不信を招くような行い為をしてはなら

ない。 

 

先と同じことである。法律を資源エネルギー庁に照らし合わせると「職務上知り得た情報

を悪用し、国民の一部に対してのみ有利な取扱いを行っている。それにより、国民は不当

な差別的扱いを受け、公私混同も著しい。また、いやしくもその職務や地位を資源エネル

ギー庁や自らの属する組織のための私的利益のために用い、法律により与えられた権限の

行使に当たっては、当該権限の行使の対象となる者からの贈与等を受けている」。資源エネ

ルギー庁は、国民に疑惑を持たせ、不信を招いている。 

 

3．刑法第 193 条の公務員職権濫用 

第 193 条  公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行

使を妨害したときは、2年以下の懲役又は禁錮に処する。 

 

先と同様の内容。 

 

4．刑法第 194 条の特別公務員職権濫用罪 

（特別公務員職権濫用） 

第 194 条  裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者がそ

の職権を濫用して、人を逮捕し、又は監禁したときは、6月以上 10 年以下の懲役又は禁

錮に処する。  

 

資源エネルギー庁の長官は「特別公務員」である。特別公務員とは、「裁判、検察若しくは

警察」となっているが、人を死に追い詰めることができる立場にあるのだから、資源エネ

ルギー庁長官らも特別な公務員である。「監禁」とは、「人を一定の場所に閉じ込めて、行

動の自由を奪うこと」である。資源エネルギー庁は、地元住民が反対する中で、強引に原

子炉を建設し、地元住民を精神的恐怖の中に「監禁」している。精神的暴力が認められる

なら、精神的監禁も存在する。 

 

 




